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【はじめに】 

コンプライアンス、ガバナンス等、職業倫理、組

織のあり方に、厳しい目が向けられる昨今、診療放

射線技師をはじめ医療従事者の不祥事について

の報道が散見されている。岩手県立病院で明らか

になった法令違反の事例を通して取り組んだ再発

防止に対する取り組みについて報告、共有するこ

とで、コンプライアンス、職業倫理について今一度

考えなおすきっかけができれば幸いと考えている。 

【岩手県立病院、放射線技術科の組織】 

岩手県立病院(医療局)は、四国4県に匹敵する

広大な県土のなか、医療インフラの脆弱な山間部、

沿岸部などで自助、共助的に発足した医療施設を

母体とし、「県下にあまねく良質な医療の均てん

を」という理念のもと、20病院６診療センターという

全国に類を見ない大きな規模で県が運営・管理を

している。 

県都である盛岡市の中央病院をセンター病院と

して県内全域へ高度先進的医療を提供しながら、

広い県内を九つの2次医療圏にわけ、圏域ごとに、

2次救急、高度医療に対応する基幹病院を中心と

して地域密着型の地域病院、プライマリー医療を

提供する地域診療センターを配置、初期医療から

高度先進医療までを連携して提供する体制となっ

ている。所属する診療放射線技師は男性154名 

女性51名、総勢205名の大所帯となっている。

(Table1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この多くの県立病院、スタッフが同じ方向に向か

って業務運営していくために、診療放射線業務検

討委員会が組織され、医療局業務支援課と協働し

て、診療放射線指導監のもと、我々が日々業務を

行っていくうえでの様々な課題や問題について、

部門としての取り組みや方向性について検討を行

っている(Fig1)。また、スタッフの育成と交流を推進

する目的で県立病院診療放射線技師会を組織し、

日本診療放射線技師会、岩手県診療放射線技師

会と連携しながら学術的側面、業務スキル向上に

かかる研修体制の構築、専門、認定技師育成支援、

キャリア開発にかかる取り組みをおこなっている。 

 

 

【診療放射線技師の法令違反事例】 

ネットや報道で、医師、看護師、薬剤師、その他

様々な医療に関係する職種による不祥事が伝えら

れ、その中でも伊藤先生・横山先生の講演の中に

あるように、診療放射線技師が法令違反により処

分される案件も非常に多く発生している。  

岩手県立病院においても、令和6年2月に不適

切な検査機器の使用を行ったことが発覚し、全国

報道された(Fig2)。近畿圏の自治体系病院で同じ

ような事例が報道され、他人事ではないなと考えて

いた矢先の出来事であった。様々な媒体で取り上

げられると、各媒体は読者に手に取ってもらうため

にとてもセンセーショナルな見出しの表現を使用す

Table.1 岩手県立病院の組織 

Fig.1 診療放射線業務検討委員会 



ることや、病院内はもとより、他県の仲間たちや近

所の県民の皆さんから様々な詮索をされることなど、

当事者はもとより県立病院診療放射線部門全体が

精神的にダメージを受けてしまい、当事者や同僚

スタッフの心のケアも難しい問題であることを実感

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【法令違反事案に対する県の対応】 

法令違反事例が発覚してのち、病院管理部門

によりすべての診療放射線技師に対する聞き取り

調査が行われた。それぞれが診療放射線技師とな

ってからこれまでのすべての期間について自分が

不適切な検査機器の使用などをしてないか?また、

他のスタッフがそのような行為をしていることについ

て見聞きしたことがあるか?について、個別面談に

よる聞き取りが行われた。調査の結果については

医療局本庁に集約され、事例についてさらに本庁

からの精査が行われそれぞれの処分が決定した

(Fig 3)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【再発防止に向けた取り組み(その１)】 

当該案件が公になったすぐ後に、19人の技師長

で構成される技師長会が主催する研修会におい

て、管理者として、まずは法令について再確認す

る機会を設けた。業務を執り行うにあたり装置更新

の医療法などの届け出、RI規制法関連の管理・記

帳、最近では電離則の眼の水晶体の被ばく線量

管理、適時調査や立ち入り系のものなど、法令に

関する理解と対応は行ってきていたと自負してい

たところであるが、診療放射線技師法については、

タスクシフト関連で最近見直すことはあったが、一

番の基本となる私たちの職業の根底にある規則や

罰則規定等についての認識が不十分であったと痛

感した。19人の技師長一同、スタッフへの継続的

な教育の必要性と、部門としての徹底した再発防

止策を講じて、失われた信頼を取り戻すことの大切

さを共有した。 

【再発防止に向けた取り組み（その２）】 

診療放射線業務検討委員会では県立病院全体

としての対応が必要と考え、各病院の業務運用の

最も基本となるコンプライアンスに関する「岩手県

立病院放射線技術科業務運用マニュアル総則」を

制定し各病院に発出した。各病院の業務運営マニ

ュアルの「第0章」として、一番最初に目につくよう

に掲載し、コンプライアンスの徹底について共有す

ることを決定した。（Fig 4） 

・各種法令の遵守すること 

・検査プロトコルの作成、評価には人体を使用し

ないこと 

・検査指示を確実に受けること 

・行った診療以外の放射線利用等について記

録を残すこと 

について明文化、また、画像コントラスト等に生体

の組織状態や生理的機能が反映されるMRIにつ

いては健常ボランティアによるテスト撮像がどうして

も必要となる場合もあるため、別途「MRＩ検査にお

ける健常ボランティアテスト撮像に関する遵守事

項」を定めた。(Fig 5･6） 

 

Fig. 3  

Fig.2 

Fig.4 業務運用マニュアル総則（抜粋） 



【再発防止に向けた取り組み(その３)】 

コンプライアンス意識の醸成とスタッフ各人に自

らの振り返りを促すために、コンプライアンス自己

点検リスト(Fig 7)を作成した。診療放射線技師法の

禁止、制限されている事項のまとめと罰則について

記載するとともに公務員として遵守しなければなら

ない職員の義務について記載し、これらの重点項

目に対する自己チェックリストを作成し自己の振り

返りを促す物とした。毎年10月頃に行われる育成

面接時に各人が自己を振り返り、チェックシートを

記入して所属技師長が確認し診療放射線指導監

に結果報告、問題ある場合は診療放射線指導監

から医療局本庁に報告する体制を構築した。 

【再発防止に向けた取り組み（その4）】 

これまでの経緯をしらない新採用者を対象に新

人研修会で上述した法令違反事例について、そし

てそれを繰り返さないための取り組みついての説

明と職業倫理、医療人としてのあり方について診

療放射線指導監より毎年度講義をおこなうこととし

た。 

【おわりに】 

岩手県立病院では、継続的に法令について知

識を再確認する場を設け、自己を見つめなおす機

会をつくり過ちがある場合にはお互いに指摘し合

える心理的安全性の確保された職場環境を作って

いけるよう努力しているところである。患者の命、人

生に関わるという大きな責任を持ったこの職業の誇

りを傷つけるような振る舞いをしないこと、また、最

高の放射線診療技術を持続的に提供できるよう研

鑽を積んでいきたいと考える。 

Fig.6 ＭＲＩ検査における健常ボランティアのテスト撮像計画書・同意書（抜粋） 

Fig.7 コンプライアンス自己点検リスト 

Fig.5  MRＩ検査における健常ボランティアのテスト撮像に関する遵守事項（抜粋） 


